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山本建築設計事務所

１級建築士登録　第135623号

佐賀県鳥栖市古賀町407番地3

山本 晴彦

図面番号 図　面　名　称

A-00 表紙・図面リスト

厩舎 配置図

付近見取図・全体配置図

A-01

A-02

A-03

A-04

A-05

A-06

厩舎 平面図

厩舎 平面詳細図

建具詳細図

厩舎馬房修繕工事（Ⅳ期）

改修特記仕様書

00
表紙・図面リスト

厩舎馬房修繕工事（Ⅳ期）



5項 2,3,5,6,7号

2.既設エアコン移設

1.既設水道管移設

3.建具改修

1.直接仮設

建築工事

機械設備工事

413.48471.802ＣＢ厩舎

地方競馬場

450,000㎡

佐賀県鳥栖市江島町字西谷3256番228　佐賀競馬場内

工 事 仕 様 書厩舎馬房修繕工事（Ⅳ期）

・　

行わない。

すること。

工夫により施工すること。

なお、任意仮設のため、仮設工法の変更に伴う数量変更や工期変更は

施工にあたっては、施工計画書に工法・数量を明示し、監督員に提出

上記に該当しない仮設については、全て任意仮設とし、請負者の創意

指定仮設の範囲（種類・箇所・規格・数量を明示）　7　指定仮設等

　　　　　　　　※利用できない

　6　工事用電力 構内既存の施設　・利用できる(※有償 ・無償)　

　　　　　　　　※利用できない

構内既存の施設　・利用できる(※有償 ・無償)　　5　工事用水

[2.4.1]

・現場事務所内に監督職員閲覧スペースを設け、施工計画書等を備える（現場事務所）

　塗装溶融亜鉛めっき鋼板張り又は鉄板張り、調合ﾍﾟｲﾝﾄ塗り

　合板又は石膏ﾎﾞｰﾄﾞ張り、合成樹脂ｴﾏﾙｼｮﾝﾍﾟｲﾝﾄ塗り

部位等 仕上げ

　合板張り又はビニル床シート貼り

 屋根

 内壁、天井

 床

監督職員事務所の仕上げ

監督職員スペースと工事監理業務の職員スペースは間仕切壁等で仕切る

　面積規模（　　　　　）㎡程度

・設ける　　　※設けない　4　監督員事務所

 ・合板張木製扉　　　 　・　

 ※シート張り

 

 －

 ・片面塗装

 ・片面塗装

 ・合板厚9片面張り

 ・せっこうボード厚9.5片面張り　　　

        仕上げ                        材質   種別

・仮設扉

・C種

・B種

 ・合板厚9両面張り　ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填厚さ（　     　）

　 ｸﾞﾗｽｳｰﾙ充填厚さ   （　      　）

 ・せっこうボード厚9.5両面張り・A種

[2.3.2][表2.3.1]仮設間仕切り等の種別　3　仮設間仕切り

２

仮
設
工
事

固定された備品、机、ﾛｯｶｰ等の移動 [2.3.1]

[2.3.1]

　　　　　　　　　　　※行わない　　・行う(図示)

　　設置範囲　　　　　※図示　　　　・（　　　　）

　　養生方法　　　　　・合板張りによる　　　　・（　　　　　）

　　設置範囲　　　　　※図示　　　　・（　　　　）

開口部の養生　　　　　・行う　　　　・行わない

　　　　　　　　　　　※ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ等による　・（　　　　）

既存家具・既存設備等の養生　　　

　　養生方法　　　　　※ﾋﾞﾆﾙｼｰﾄ、合板等による　・（　　　　）

既存部分の養生　　　　・行う　　　　・行わない  2  既存部分の養生 [2.3.1]

[表2.2.1]　　・A種　    ・B種　    ・C種　    ・D種　

  無償で使用させる。

※定置する足場、作業構台等は、別契約の関連する工事の関係者に

材料・撤去材等の運搬方法

　　・防音シートを設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　　　・　     　　）

　　・防護シートを設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　　　・　     　　）

[2.2.1]

[2.2.1]

　　　　　　　　　　　　　（設置範囲　・工事に必要な範囲　　　・　　　 　　）

　　・外部足場を設置する　（種類：くさび緊結式足場　Ｗ900(手すり先行方式)　）

外部足場

内部足場 ※脚立、足場板等　　　・(　　　　　　　)　1　足場その他

　境対策」による

※そのほか土木工事等共通仕様書(佐賀県県土整備部)「第1章第40節 環

　間の抑制に努めること

※建設機械を使用しないときは、ｴﾝｼﾞﾝを停止するなど建設機械の稼働時

　設機械を使用すること

※建設工事に伴う騒音振動対策技術指針に基づき、低騒音型・低振動型建

※建設機械を使用する場合は、排出ｶﾞｽ対策型建設機械等を使用すること　12　建設機械

・鋼製下地工事作業　

・造園工事作業造園植栽工事

・建築配管作業配管排水工事

・畳製作作業畳製作

・表具作業　　　　・壁装作業表装

・ﾎﾞｰﾄﾞ仕上げ工事作業

・ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ系床仕上げ工事作業　内装仕上げ施工内装工事

・建築塗装作業塗装塗装工事

・木製建具機械加工作業

・木製建具手加工作業　

・ｶﾞﾗｽ工事作業ガラス施工

建具製作建具工事

・左官作業左官左官工事

内装仕上げ施工金属工事

建築板金屋根及びとい工事 ・内外装板金作業

建築大工 ・大工工事作業木工事

・合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事作業　

・ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事作業

・ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事作業

・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事作業　防水施工防水工事

・型枠工事作業型枠施工コンクリート工事

・鉄筋組立て作業鉄筋施工鉄筋工事

・とび作業とび仮設工事

技能検定作業職　　種適用工事種類

※技能士の資格を証明する資料を監督職員に提出すること。

　ただし、これにより難い場合は監督職員と協議すること。

※本工事に必要な作業及びその作業に従事する職種について適用する。

[1.6.2]　11　技能士

　既存部分の破壊を行った場合の補修方法　　　※図示 [1.6.3]

[1.6.2]

　　　　　　　・（　　　　　）

　調査項目　　・防水改修　　・外壁改修　

　調査範囲　　・図示　　・（　　　　　）

　調査方法　　・打診及び目視による　　・（　　　　）

　10　施工調査 施工数量調査

[1.5.1]

　　 の調査

　9　石綿含有建材

　　貸与資料　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　調査範囲　　　（　※改修対象部位　　　　・図示　　）

　あらかじめ関係法令等に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う

※事前調査

　採取場所　　　・図示　　　・　　　

　ｻﾝﾌﾟﾙ数　　　　1箇所あたり3ｻﾝﾌﾟﾙ

　・　　　箇所

　・　　　箇所

　・　　　箇所

　・　　　箇所

　・　　　箇所

　・　　　箇所

材 料 名

JIS A 1481-3又はJIS A 1481-4JIS A 1481-1又はJIS A 1481-2

定量分析定性分析

　分析方法

　分析対象　　ｱｸﾁﾉﾗｲﾄ、ｱﾓｻｲﾄ、ｱﾝｿﾌｨﾗｲﾄ、ｸﾘｿﾀｲﾙ、ｸﾛｼﾄﾞﾗｲﾄ、ﾄﾚﾓﾗｲﾄ

・分析による石綿含有建材の調査

  　  の工法

 　8　特別な材料

当該製品の指定工法による

改修標準仕様書及び標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法は、

　7　化学物質の [1.6.9]

    用いる

注) 測定ﾊﾞｯﾁはﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ用と、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ用の2種類を

3）測定箇所数    ※仕上表による　　・  

2）測定対象室　　※仕上表による　　・対象室名(　　　　　　　　　）

1）測定方法　　　※ﾊﾟｯｼﾌﾞ型採取機器　　　　・ｱｸﾃｨﾌﾞ型採取機器

の濃度を測定し、監督職員に報告すること。

施工完了時に室内空気中のﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ、ｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝ、ｽﾁﾚﾝ

　・　行う　　　　　　　・　行わない

　　 濃度測定

　6　環境への配慮

　荷低減に配慮されていること

　容器は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負

　（基本方針一部抜粋）21．公共工事の【配慮事項】資材の梱包及び

　進に関する基本方針における公共工事の配慮事項に留意すること

　公共工事の配慮事項

　ｸﾞﾘｰﾝ購入法（平成12年法律第100号）に基づく環境物品等の調達の推

　本工事に使用する材料については、ｱｽﾍﾞｽﾄを含有しないものとする

　規制対象外

　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

　　　②

　　　①

　　　①

の認定を受けた材料

建築基準法施行令第20条の7第3項の規定により国土交通大臣

発散建築材料

建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第三種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ

　第三種品

　　　②

の認定を受けた材料

建築基準法施行令第20条の7第4項の規定により国土交通大臣

及び第三種ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ発散建築材料以外の材料

　　　4)

建築基準法施行令第20条の7第1項に定める第一種、第二種

また、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」は、次の通りとする

発散が極めて少ない材料を使用したものとする

什器等は、ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ、ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを発散しないか、

1)の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の

いない材料を使用する

ﾍｷｼﾙ等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く）が添加されて

接着剤は可塑剤（ﾌﾀﾙ酸ｼﾞ－ｎ－ﾌﾞﾁﾙ及びﾌﾀﾙ酸ｼﾞ－2－ｴﾁﾙ　　　3)

材料を使用する

接着剤及び塗料はﾄﾙｴﾝ、ｷｼﾚﾝ及びｴﾁﾙﾍﾞﾝｾﾞﾝの含有量が少ない　　　2)

区分に応じた材料を使用する

材料で、設計図書に規定する「ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞの放散量」の

ｱｾﾄｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ及びｽﾁﾚﾝを発散しない又は発散が極めて少ない

接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、

MDF、ﾊﾟｰﾃｨｸﾙﾎﾞｰﾄﾞ、その他の木質建材、ﾕﾘｱ樹脂板、壁紙、

合板、木質系ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ、構造用ﾊﾟﾈﾙ、集成材、単板積層材、　　　1)

品質及び性能を有すると共に、次の1)から4)を満たすものとする

本工事の建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の

[1.4.1]

　　　(6)販売、保守等の営業体制を整えていること

　　　(5)製造又は施工の実績があり、その信頼性があること

　　本工事に於いて別表－2に示す材料を使用する場合の材料・機材等の

　明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価されたこ

  とを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける

　製造業者等は次の(1)から(6)すべての事項を満たすものとし、この証

材料・機材等の品質及び性能

　4　設備工事

　5　材料の品質等

　 　との取り合い

  合は、あらかじめ監督職員の承諾を受ける。

　同等以上のものを使用する。　　

[1.4.2]

    ただし、製造業者が記載されている場合に同等以上のものとする場

　　本工事に使用する材料・機材等は設計図書に定める品質及び性能と

同等以上の材料・機材等の使用

　　　　　監督職員の承諾を受ける

施工図等　設備機器の設置、取合い等が検討のできる施工図を提出し、

施工範囲　図面に特記なき場合は、別表－１による

　3　 品質計画

　　　　　　　　　・(　　　　　　　　)

　　　　　　　　　・外壁石張(乾式)　　　　　　　・外装材(断熱工法)

　　　　　　　　　・ｼｰﾄ防水(機械式)　　　　　　 ・屋上緑化ｼｽﾃﾑ　

　　　　　        ・ｱﾙﾐ笠木         　      　　・ｶﾞﾗｽﾌﾞﾛｯｸ

　　　　適用工種　・ALCﾊﾟﾈﾙ(外壁、屋根)　　　 　・押出成形ｾﾒﾝﾄ板(外壁)

　　　　　        ・長尺金属板葺　              ・折板葺 

　　　　・上記風圧力の1.15倍の風圧力に対する安全性を確保する

　　　　・上記風圧力の1.3倍の風圧力に対する安全性を確保する

　　基準風速( V0 )　　　　 (　34　 ) m/s

　　地表面粗度区分　　・Ⅰ　　　・Ⅱ　　　・Ⅲ　　・Ⅳ

施工計画書で工法を定める場合の風圧力の計算 [1.2.2]

 　    「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)(令和4年版)」(以下、「標準仕様書」という)による

  2　発生材の処理

　1　 適用基準等

   　  し、（　）内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

守し、適切な処理を行うものとする。なお、処分場の決定に当たって

は監督職員と協議をすること。

　　　 識した場合には、その対応について、監督職員と協議すること。

   　  達品目を示す。判断の基準は「環境物品の調達の推進に関する基本方針（令和5年2月）」

   　  （環境省のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞからﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ可能）による。

は監督職員と協議をする

上記に示す受入れ施設は参考であり、実施にあたっては関係法令を遵

・防水ｱｽﾌｧﾙﾄ

・ｶﾞﾗｽくず、
　陶磁器くず

・繊維くず

・木くず

・飛散性
　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

・非飛散性
　ｱｽﾍﾞｽﾄ含有建材

・廃石膏ﾎﾞｰﾄﾞ

・畳

・廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ類

 搬出距離 所   在   地施設名称廃棄物の種類

特定建設資材以外

特定建設資材

 （ｺﾌﾞﾘｽ）にて作成し提出すること。

・ 再生資源利用計画書および実施書は、建設副産物情報交換ｼｽﾃﾑ

守し、適切な処理を行うものとする。なお、処分場の決定に当たって

上記に示す受入れ施設は参考であり、実施にあたっては関係法令を遵

　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊
・ｱｽﾌｧﾙﾄ・　

・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊

・建設発生木材

 搬出距離 所   在   地施設名称廃棄物の種類

   特定建設資材の再資源化等について適切な措置を行う

・ 本工事は、建設リサイクル法等の対象工事外であるが分別解体等及び

　・有　　　・無

　・有　　　・無

その他の工事

建築設備・内装等の工事

　・有　　　・無

　・有　　　・無
屋根の工事

上部構造部分・外装の工事

　・有　　　・無
基礎・基礎ぐいの工事

　・有　　　・無

造成等の工事

　　（　　　　　　）

　⑤　建築設備

　①　造成等

　②　基礎・基礎ぐい

　③　上部構造部分・外装

　④　屋根

　⑥　その他

工
程
ご
と
の
作
業
内
容

　　　　　　　　　作　　業　　内　　容　　　　工　　程

工程ごとの作業内容

   建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、建設ﾘｻｲｸﾙ法

　 工事契約後に明らかになったやむを得ない事情により、予定した条件

   によりがたい場合は、監督職員と協議する

   適切な措置を講ずる

　 に基づき分別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について

   以下「建設ﾘｻｲｸﾙ法」という）施行令又は都道府県が条例で定める

   係る資材の再資源化等に係る法律」（平成12年5月31日法第104号。 

   に特定資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に

・ 本工事は特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工

特定建設資材の分別解体等及び再資源化等

  （・金属類　  ・PCB含有物　  ・　　　　　）

・ 発注者に引渡しを要するもの [1.3.12]

・ 建築物解体工事共通仕様書（令和４年版）

・ 土木工事等共通仕様書（佐賀県県土整備部）

　（佐賀県県土づくり本部建築住宅課発行）

・ 施設におけるわかりやすいﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝのｻｲﾝ

　（佐賀県福祉のまちづくり条例　施設整備マニュアル）

・ ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾃﾞｻﾞｲﾝ施設整備基準

・ 公共建築木造工事標準仕様書（令和４年版）

※ 建築工事標準詳細図（令和４年版）

　　　　　　　　特　　記　　事　　項　　　項　目章

各
章
共
通
事
項

１

Ｇ

　　　　 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

※　　　　 印と　 印の付いた場合は、ともに適用する。

　(2)  特記事項は、　 印の付いたものを適用する。

　(1)  項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

2. 特記仕様

　(6)  形状寸法の単位は、特記無き限りﾐﾘﾒｰﾄﾙとする。

　(5)　関係法令の改正等により（条例を含む）、工事内容が法令等に抵触する恐れがあることを認

　(4)　  印は「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」の特定調

　(3)  特記事項に記載の[　]内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目、当該図、又は当該表を示

　(2)  本工事に電気設備、機械設備工事を含む場合の特記仕様書は別図による。

　(3)  受注者は完了検査（中間検査を含む）には、特定行政庁（建築主事）が求める検査に必要な

    　 資料等（報告書等）を用意すること。

　　　 により、改修標準仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の

　   　建築改修工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）」(以下、「改修標準仕様書」という )

　(1)　図面及び特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共

1. 共通仕様

　Ⅱ　建築改修工事仕様

備考
建築基準法

別表第１区分（㎡）

建築面積

（㎡）

延べ面積
階数構造 建物名称　

6．工事種目

5．建物概要

4．建物用途

用途地域等　（　　　　　　　　　　）　・指定なし

　　　　　　（　・防火地域　　・準防火地域　　・法22条区域　　・指定なし　）

都市計画区域　（　・内　　・外　）　　準都市計画区域　（　・内　　・外　）3．地域地区

2．敷地面積

1．工事場所

　Ⅰ　工事概要

　　　(4)法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること

　　　(3)安定的な供給が可能であること

　　　(2)生産施設及び品質の管理を適切に行っていること

　　　(1)品質及び性能に関する試験データを整備していること

2.既存扉撤去・撤去跡補修・処分費

　　・防音パネルを設置する（設置範囲　・工事に必要な範囲　　　・　     　　）

・　
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付近見取図　N.S

全体配置図　S:1/2000306ﾋ1
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地
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界
線

工事対象建物

騎手会館

宿舎Ｅ棟

Ｎ

宿舎Ａ棟

宿舎Ｄ棟

宿舎Ｃ棟

宿舎Ｂ棟

厩舎
厩舎

スタンド棟

待機所

堆肥化施設

駐車場

駐車場

駐車場

警備員詰所

工事車両進入経路

凡例

←佐賀

鳥栖→

工事車両進入口

・・・

・・・

㈱あじかん鳥栖営業所

きゅう舎

至 みやき町

至 佐賀

佐賀ラーメン 
喰道楽鳥栖店

白石東

富士警備
セブンイレブン

国道
34号
線

Panasonic
そよ風弐番館

西新町運動公園

医療福祉専門学校
緑生館西新町キャンパス

松岡病院

至 鳥栖

ラーメン繊月

スズキ自販 アサヒ通運

酒見建設

中
原
鳥
栖
線

中
原
鳥
栖
線

わたなべ酒店

みやき町白石

中
原
鳥
栖
線
　
336

佐賀競馬場

佐賀競馬場：鳥栖市江島町字西谷3256-228

34

34

34

34

厩舎
騎手会館
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売店

A

図
番
号

図
面
名

工
事
名

縮　

尺

一級建築士登録　第　　　　　号

    年   月   日

１回

２回

３回

年    月    日

年    月    日

佐賀県県競馬組合年    月    日

設 計 変 更 年 月 日

A3：

A1：

設　

計

山本建築設計事務所

１級建築士登録　第135623号

佐賀県鳥栖市古賀町407番地3

山本 晴彦
02

厩舎馬房修繕工事（Ⅳ期）

付近見取図・全体配置図

1/2000,N.S

1/4000,N.S



厩舎 配置図  S:1/1000

工事車両進入口
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宿舎Ｃ棟

厩舎

厩舎

駐車場

警備員詰所

鳥栖→

←佐賀

騎手宿舎
隔離厩舎

馬診療所

検疫厩舎

検疫厩舎

馬主会館

厩務員宿舎

騎手会館

競友会館

モデル厩舎

待機厩舎

待機厩舎

厩舎

厩舎

厩舎

1

23567

16 15 13 12 11 10 9 8

17

181920

212223252627

33 32 31 30 29 28

363738395051

5352

厩舎

モデル厩舎

工事対象建物

工事車両進入経路
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・・・

・・・
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－

－

既設エアコン

2

－

↑

↑

↑

↑

竪樋 掴み金物

26 30

22 23

27 32

15 15

32 32

－

2号厩舎

3号厩舎

5号厩舎

6号厩舎

7号厩舎

撤去 取付

軒裏へ再取付 L≒26ｍ程度
壁面配管一部取外し、

（D通り、1･15通りに水栓あり）
庇　撤去、撤去内容（西面　D通り）

腕木：11本 D≒2.6m
横繋ぎ：3本 L=28.5m（2～12通り）
腕木：10本 D≒2.6m　
横繋ぎ：1本 L=11.4m（3～12通り）

工事内容

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

A

B

C

D

2,850 2,550 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,075

3
,4
50

3,
75
0

3
,4
50

1
0,
65
0

3
,4
50

3,
75
0

1
0,
65
0

3
,4
50

2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,0752,850 2,8502,550

押入踏込

通路上部２階

飼料室

馬栓棒

引き戸

38,825

引き戸

踏込

玄関

調教師室

ＤＫ
脱衣

浴室

WC

物入

38,825

馬房01 馬房02 馬房03 馬房04 馬房05 馬房06 馬房07 馬房09 馬房10 馬房11

馬房12 馬房13 馬房14 馬房15 馬房16 馬房17 馬房18 馬房19 馬房20

馬房08

厩務員控室 厩務員控室
馬具庫

馬具庫

引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸

格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉

格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉 格子扉

引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸 引き戸

凡例
CB厚150　壁を示す厩舎 平面図　S:1/100

※各棟共通

既設水道管撤去・再取付

再設置（ﾄﾞﾚｲﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ共）
室外機を屋根面に移設 仮外し

1

（3～12通り）
腕木のみ：10本 D≒2.6m　

2

横繋ぎ：3本 L=25.65m（1～12通り）
腕木：10本 D≒2.6m・2本 D≒2.3m

↑

合計 7

－

－

122 132

軒裏へ再取付

L≒26ｍ程度

室外機は屋根面に移設済

既設水道管撤去

（配管、補修等も含む）

(上部越屋根)

2

ﾄﾞﾚｲﾝｱｯﾌﾟｷｯﾄ設置

配管撤去のみ
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2,5502,850 2,850 2,850 2,850 2,075

D

C

B

A

1 2 3 4 5 13 14 15

厩舎 平面詳細図　S:1/50

修繕部位(撤去・新設) (1棟当たり20ヶ所)凡例 SD
1

各棟共通

2,850 2,550 2,850 2,850 2,850 2,075

3
,4
50

10
,6
50

3
,7
50

3,
45
0

馬具庫

厩務員控室

押入踏込

馬房13馬房12

踏込

厩務員控室

通路

馬具庫馬房11馬房02

物入
階段玄関

ＷＣ

浴室

脱衣

調教師室

ＤＫ
馬房01 馬房03～10

馬房14～20

馬栓棒

引き戸

馬栓棒

格子扉 格子扉

馬栓棒馬栓棒

引き戸

馬栓棒馬栓棒馬栓棒

格子扉 格子扉 格子扉

流し台ガス台

引き戸 引き戸

引き戸 引き戸 引き戸

38,825

38,825

引き戸

格子扉

引き戸

格子扉

SD
1

SD
1

SD
1

SD
1

SD
1

SD
1

SD
1

SD
1

SD
1

SD
1

SD
1
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1
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1

SD
1
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６０

１５ １００

６５

２４０

６０

３０

１５０

４
０

１０

建
築
開
口
寸
法

鋼製枠(アングル)

鉄板

鉄板

合板

かんぬき

片開き格子戸(スチールパイプ製)
片引き戸

→

ハンガーレールRC臥梁

3
00

1,
00
0

建築開口寸法

１５ １５６
０

１
５１
５

１
５

１
５
０

１
０
０

６
５

４

６

１３５ 格子扉枠

建築開口寸法

８５

有効開口寸法

４

６

有効開口寸法
アンカーボルト固定
（上下各２か所）

φ６×５０×５０

Ａ→

５

（φ３２×１．２）

１３

レールアンカー：ボルト固定
１０

６

１,０３０

５
０

２
５
０

建築開口寸法

有
効
開
口
寸
法

建
築
開
口
寸
法

レールカバー：アンカービス固定

１０

２

４

７

８

２

７５ ７５

５
０

SD

１
5棟×20馬房

首出し　

格子扉枠

引き戸

滑車

腰板

品　名 仕様・材料

新設建具主構成部品

表面処理（材質）

ステンレス

圧縮成形竹材 t２４ 本実加工

ｔ３.５レール

図示格子扉

ハンドル

ロック

ガイド

レールカバー

オイルステイン仕上

1

２

３

４

５

６

７

８

10

９

切削加工（ベアリング付き）

□６０×６０×１．５ 他

□１００×５０×２．５ 他

φ１６×２００

φ１２丸棒、鋼板

φ２５丸棒、鋼板

鋼板 ｔ２.５

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

溶融亜鉛メッキ

5棟×20馬房

SD
１

SD
１

5棟×20馬房 5棟×20馬房

②外部引き戸を開放し、馬房内格子戸を閉めた状態

改修後建具

現況建具(枠共全て撤去処分)

①外部引き戸を閉めた状態(馬房内格子戸も閉めている)
③外部引き戸を開放、馬房内格子戸も開放した状態

※製作に際しては、現地を調査のうえ、寸法その他を確認し調整すること

※片引き戸の仕上げが合板、鋼板と異なる所あり

※撤去後、各所補修モルタル塗のこと

※各棟・各室共通＝全100か所

１,０３０

１,２５０

１,２５０

１,２４０

１,１００

１,２２５

２
,４
３
４

２
,４
６
０

２
,５
１
０

１,２５０

１,１００

１,０７０

１,３００ １,１００

１,２５０

１,２６０

１,２４５ １,３００

１,２９０

１,２２０

２
,４
５
０

１
,３
０
０

６

８

格子

９

５ストッパー

９

ストッパー

ガイド両側

ステンレス

ステンレス
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